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緊急連絡通信システムについて 
（小川町緊急連絡通信システム設置事業） 

 

緊急連絡システムではひとり暮らし高齢者等の緊急事態に対応するために、緊急通報装置

を設置し、日常生活における不安を解消することを目的としています。 

 

●対象者 

慢性疾患等(高血圧や心疾患、脳血管疾患等)により日常生活において注意を要する

外出困難な方で、単身世帯の６５歳以上の方または 

身体障害者手帳（１級、２級、３級）・療育手帳（○Ａ 、Ａ、Ｂ）の交付を受けている方。 
 
 

●内容 
自宅の電話回線に接続する通信機を設置し、ボタンを押すことで 24時間体制のセンターに 

通報され、救急車の要請や緊急連絡先への連絡を行うものです。 
 
 

●利用料金 
管理費    ：無料（ただし、通信料・電気料は自費） 

初期設置費：３,３００円                  
 
 

●機器 

      
                         本体                         ペンダント 
 
 

●その他 

電話回線を介して取り付けるため、固定電話機がある家のみ設置可。 

年に 1回、現況届を提出していただきます。 

 

       問い合わせ 

                        小川町長生き支援課 高齢福祉担当 ☎７４－２３２３ 


